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10
月
１
日
は

「
浄
化
槽
の
日
」で
す

　

こ
の
日
は
、
浄
化
槽
に
関
す
る

諸
制
度
を
整
備
し
た
「
浄
化
槽

法
」
が
昭
和
60
年
10
月
１
日
に
施

行
さ
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
制
定

さ
れ
ま
し
た
。

　

浄
化
槽
は
、
微
生
物
の
働
き
を

利
用
し
て
、
水
洗
ト
イ
レ
や
台
所
、

風
呂
、
洗
濯
な
ど
の
生
活
排
水
を

処
理
し
、
き
れ
い
な
水
に
戻
し
て

か
ら
川
へ
放
流
す
る
装
置
で
す
。

反
面
、
使
い
方
を
誤
っ
た
り
、
維

持
管
理
を
行
わ
な
い
と
放
流
水
の

水
質
が
悪
化
し
た
り
、
悪
臭
の
発

生
を
招
く
な
ど
地
域
の
住
環
境
を

悪
化
さ
せ
る
原
因
に
も
な
り
ま
す
。

　

次
の
３
項
目
は
、
浄
化
槽
法
に

よ
り
浄
化
槽
設
置
者
の
皆
さ
ん
に

義
務
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。
浄

化
槽
は
生
き
た
微
生
物
が
活
躍
す

る
と
て
も
デ
リ
ケ
ー
ト
な
装
置
で

す
。
浄
化
槽
設
置
者
の
皆
さ
ん
は
、

適
正
な
維
持
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。

▼
保
守
点
検
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

「
保
守
点
検
」
で
は
、
浄
化
槽

の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
機
器

類
の
調
整
や
消
毒
薬
の
補
充
な
ど

を
４
か
月
に
１
回
以
上
実
施
し
ま

す
。（
処
理
方
式
や
処
理
対
象
人

員
に
よ
っ
て
回
数
は
異
な
り
ま

す
。）「
保
守
点
検
」
の
委
託
は
、

県
の
登
録
を
受
け
た
保
守
点
検
業

者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
清
掃
を
行
い
ま
し
ょ
う

　

浄
化
槽
に
は
、
少
し
ず
つ
水
に

溶
け
な
い
固
形
物
や
汚
泥
が
溜

ま
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
そ
の
ま

ま
に
し
て
お
く
と
、
放
流
水
の
水

質
悪
化
や
悪
臭
の
原
因
に
な
り
ま

す
。「
清
掃
」
で
は
、
汚
泥
の
引

き
抜
き
な
ど
を
年
１
回
以
上
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
清
掃
を

委
託
す
る
際
は
、
町
の
許
可
を
受

け
た
浄
化
槽
清
掃
業
者
に
委
託
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　

浄
化
槽
の
維
持
管
理
が
適
正
に

行
わ
れ
、
浄
化
槽
の
機
能
が
き
ち

ん
と
確
保
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認

す
る
の
が
、
「
法
定
検
査
」
で
す
。

「
保
守
点
検
」
「
清
掃
」
と
は
別

に
、
使
用
開
始
後
３
～
８
か
月
の

間
に
１
回
、
そ
の
後
は
年
１
回
、

県
の
指
定
す
る
検
査
機
関
（
高
知

県
環
境
検
査
セ
ン
タ
ー
）
に
よ
る

水
質
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
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検
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Ｂ
型
肝
炎
の
予
防
接
種
が

定
期
接
種
に
な
り
ま
す

▼
定
期
接
種
開
始
日

　

10
月
１
日

▼
対
象
者

　

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
生

ま
れ
た
方

▼
対
象
年
齢

　

１
歳
に
至
る
ま
で
（
標
準
的
に

は
生
後
２
か
月
～
９
か
月
ま
で
）

▼
接
種
回
数

　

３
回
（
27
日
以
上
の
間
隔
を
お

い
て
２
回
目
を
接
種
し
た
後
、
第

１
回
目
の
注
射
か
ら
１
３
９
日
以

上
の
間
隔
を
お
い
て
１
回
接
種
）

▼
費
用

　

無
料
（
公
費
）
で
接
種
可
能
と

な
り
ま
す
。

▼
予
診
票

　

平
成
28
年
４
月
１
日
～
平
成
28

年
９
月
30
日
生
ま
れ
の
方
に
は
定

期
接
種
開
始
日
を
目
途
に
予
診
票

を
個
別
送
付
し
ま
す
。
そ
れ
以
降

に
生
ま
れ
た
方
に
は
、
あ
か
ち
ゃ

ん
訪
問
の
際
に
予
診
票
を
お
渡
し

し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

☎
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９
３-

３
８
１
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新
し
い
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
が
始
ま
り
ま
す

　

介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
、

現
在
の
要
支
援
１
・
２
の
人
が
利

用
し
て
い
る
介
護
予
防
給
付
の
う

ち
、
介
護
予
防
訪
問
介
護
（
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
）
と
介
護
予

防
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）

の
二
つ
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、

全
国
一
律
の
基
準
に
基
づ
く
サ
ー

ビ
ス
か
ら
、
市
町
村
が
提
供
す
る

「
新
し
い
介
護
予
防
・
日
常
生
活

支
援
総
合
事
業
（
新
し
い
総
合
事

業
）
」
の
サ
ー
ビ
ス
へ
移
行
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

町
で
は
10
月
１
日
か
ら
新
し
い

総
合
事
業
を
開
始
し
、
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
い
方
は
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

〈
内
容
に
つ
い
て
〉

　

ほ
け
ん
福
祉
課

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　

☎
８
９
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３
８
１
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〈
利
用
に
つ
い
て
〉

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
伊
野
内
）

　

☎
８
９
３-

０
２
３
１
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振
り
込
め
詐
欺
に
注
意

　

8
月
末
現
在
の
県
内
で
の
振
り

込
め
詐
欺
の
被
害
は
18
件
（
う
ち

未
遂
２
件
）
で
、
被
害
額
は
３
，

０
５
８
万
９
，８
７
４
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
18
件
の
被
害
の
う
ち
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
が
12
件
で
、

被
害
額
は
３
，０
５
４
万
円
と
被

害
の
大
半
を
占
め
て
い
ま
す
。

▼
手
口
別
の
内
訳

・
架
空
請
求
詐
欺
／
９
件

・
オ
レ
オ
レ
詐
欺
／
３
件

・
還
付
金
な
ど
の
詐
欺
／
4
件

・
融
資
保
証
金
詐
欺
／
2
件

　

現
金
を
郵
送
な
ど
す
る
よ
う
に

要
求
す
る
行
為
は
明
ら
か
に
詐

欺
で
す
。「
レ
タ
ー
パ
ッ
ク
、
ゆ

う
パ
ッ
ク
、
宅
配
便
で
現
金
を

送
る
」「
還
付
金
が
あ
る
の
で
Ａ

Ｔ
Ｍ
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」「
老

人
ホ
ー
ム
の
入
居
権
を
譲
る
」

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
預
か

る
」
な
ど
の
不
審
な
電
話
が
か

か
っ
て
き
た
と
き
は
迷
わ
ず
警
察

署
又
は
駐
在
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

土
佐
警
察
署☎
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１
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い
の
警
察
庁
舎

☎
８
９
３-

１
２
３
４


